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※一般病床200床以上の病院で、紹介受診重点医療機関となる病院は、紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる。



一般病床200床以上の「紹介受診重点病院」は、紹介状のない患者に対して定額負担を徴収することが義務
づけられる。

紹介受診重点病院になった場合の定額負担の徴収について

紹介状無しの患者に対する定額負担徴収義務について

一般病床数 紹介受診重点病院 定額負担の額 備 考

200床以上 定額負担の徴収義務あり
初診 7,000円
再診 3,000円

外来患者が減少する分、入院医療に集中できるという観点から
「紹介受診重点医療機関入院診療加算」を創設

200床未満
（有床診療所含む）

定額負担の徴収義務なし － －

入院初日 800点
但し、地域医療支援病院入院診療加算（1000点）との併算定は不可

医療保険から支給
140円×7割

患者負担
140円×3割

医療保険の負担軽減分
▲2,000円×7割

▲2,000円×３割

定額負担増額 2,000円

定額負担 5,000円 定額負担 5,000円

医療保険から支給
2,140円×7割

患者負担
2,140円×３割

初診料
2,140円

注1）初診料は288点だが、紹介状率が低い場合等に214点に減額されるケースを想定

現行制度（初診のみ・３割負担の場合）

注2）赤枠部分が医療機関の収入総額となり、現行制度と見直し案は同額となる

初診料
2,140円

新たな制度

控除分
▲2,000円

紹介状がない患者の定額負担の考え方

【注意！】
現在、地域医療支援病院や特定機能病院は紹介状なしの患者から初診5,000円、再診
2,500円を徴収しているが、これについても、同じ扱いになる

１
2



3


